
 
                                               
                                                
                                                    
                                               
                                               
                                               
                                      
 
 
 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 

令和６年５月１７日 

千葉市立坂月小学校 

５月の目標 進んで学習しよう 

校庭開放について 
 千葉市からのすぐーるでもお知らせしたとお
り、校庭開放を実施しております。校庭を使用す
るにあたり、子供たちには以下の約束を伝えてい
ます。 
・帰宅時間を守る。 
※開放時間…３月～１０月は１６：３０まで 
      １１月～２月は１６：００まで 
・自転車で来た場合は、並べて置く。 
・おやつやゲームは持ってこない。 
・道具の貸し出しは行わない。 
 約束を守って安全に楽しく過ごせるよう、ご家
庭でも声かけをよろしくお願いいたします。 

スクールカウンセラー 
 子供に関わる心を痛める出来事が後を絶ち
ません。子供の問題に関わる時、子供たちが学
校や家庭および社会の影響を受けながら生活
していることを理解し、そのことを十分に視野
にいれながら、スクールカウンセラーがカウン
セリングをしてくれます。 
  毎週金曜日の 
♦５，７，９，１１，１，３月・・・９：００～１２：００ 
♦６，8，10，12，2 月・・・・１３：００～１６：００ 
 に校内に滞在しています。 
【利用形態】 
・子供だけで話をする（授業中も可） 
・保護者のみが話をする。 
・保護者と子どもで話をする。  等 
 心理臨床に関して専門的な知識・経験を有する
カウンセラーに、気軽に問題や悩みを相談してみ
てはいかがでしょうか？ 
 お問い合わせは養護教諭、教頭まで。 

水筒の中身について 
 ゴールデンウイークが明け、これから気温や湿
度が高い日が増えてくることが予想されます。体
が暑さに慣れていないため、真夏以上に、熱中症
に気を付けていく必要があります。のどが渇いた
ときにはすぐに給水ができるよう、また、水飲み
場の密を回避するためにも水筒を持たせていた
だけたらと思います。中身については、水、お茶、
薄めたスポーツドリンクでお願いいたします。なお、
水筒の素材によってはスポーツドリンクが不向きなも
のがありますので、ご注意ください。 
 なお、校舎内に冷水器が 1 台ありますが、衛生面
を考え、直接飲むのではなく、自分のコップや水筒
にくんで飲むよう、指導しています。 

《５月の主な行事予定》 
２９日(水) ５・６年_プール掃除 

《６月の主な行事予定》 
 ３日(月) 歯科検診 
 ４日(火) 防犯訓練 
 ５日(水) ロング昼休み 
 ７日(金) ６年_全国小学生歯みがき大会 
１０日(月) ３年_歯みがき指導 
１１日(火) ５・６年_保健指導(体重) 
１２日(水) ３・４年_保健指導(体重) 
      ロング昼休み 
１３日(木) １・２年_保健指導(体重) 
１４日(金) なかよし_保健指導(体重) 
１７日(月) 音楽発表会壮行会 
      委員会活動 
１８日(火) Ｂ日課 
１９日(水) 音楽発表会 
２１日(月) ３～６年_特別日課５時間 
      学習参観・引き渡し訓練 
２６日(水) ３・４年_校外学習 
      ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ・ﾎﾟｰﾄﾊﾟｰｸ 

ちらしの配付について 

 業務負担軽減として、ちらしについては児童

に配付するのではなく昇降口に自由に取れる

コーナーを設けます。 

 ５月になりますと、新しい環境や学年の疲れが出てくることがあります。

登校前に体調で何か普段と違う表れがあった場合、登校してもそれ以上に具

合が悪くなることが多いので、そのような場合は無理せず、是非自宅で休ま

せてください。 

 

口座振替（給食費・学校徴収金)のお願い 
 ６月２５日（火）は、第１期給食費（４月・
５月分）と学校徴収金の一括口座振替日です。 
納入額決定通知書（6 月中旬配付）と学校徴収
金のお知らせを確認のうえ、前日までに必要な
金額を登録口座にご用意ください。引き落とし
ができない場合は、７月１６日（火）に再振替
を行います。 
（学校給食費に係るお問い合わせ 市保健体育
課 電話 ２４５－５９０９） 


